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議案第１号 

 

清水トンネル補強拡幅工事請負変更契約の締結について 

 

 清水トンネル補強拡幅工事について、下記のとおり請負変更契約を締結したいので、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和４６年君津市条例第４９号）第２条の規定

により、議会の議決を求める。 

 

記  

 

１ 工 事 名  清水トンネル補強拡幅工事 

２ 工 事 場 所  君津市加名盛、大中地先 

３ 工 事 期 限  変更前 令和元年１１月２９日 

          変更後 令和２年１月３１日 

４ 工 事 概 要  既設トンネル補強拡幅（拡幅延長１３８．５ｍ 車道幅員５．５ 

ｍ（全幅８．７５ｍ））、排水工一式、坑門工一式、法面工一式 

５ 契 約 の 金 額  変更前 ５５４，０４０，０００円 

（取引に係る消費税及び地方消費税を含む。） 

変更後 ５５８，６２３，７００円 

（取引に係る消費税及び地方消費税を含む。） 

増 額   ４，５８３，７００円 

    （取引に係る消費税及び地方消費税を含む。） 

６ 契 約 の 相 手 方  青木あすなろ・川名工務店特定建設工事共同企業体 

構成員（代表者） 

千葉県千葉市中央区末広二丁目２番１７号 

青木あすなろ建設株式会社千葉営業所 

所長 樺澤弘之 

構成員 

千葉県君津市浦田１７番地 
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            株式会社川名工務店 

代表取締役 川名良枝 

 

令和元年１０月２５日提出 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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契約の相手方の概要（清水トンネル補強拡幅工事請負変更契約） 

 

１ 名  称  青木あすなろ・川名工務店特定建設工事共同企業体 

２ 代 表 者  青木あすなろ建設株式会社千葉営業所  

        所長 樺澤弘之 

３ 所 在 地  千葉県千葉市中央区末広二丁目２番１７号 

４ 設 立 日  平成３０年７月３１日 

５ 構 成 員   青木あすなろ建設株式会社千葉営業所（代表者）  

代表者  所長 樺澤弘之  

         所在地  千葉県千葉市中央区末広二丁目２番１７号  

   本 店  東京都千代田区神田美土代町１番地  

代表取締役 辻󠄀井 靖  

   設立日  昭和２５年９月２５日  

 目的等  (1) 土木建築工事の設計および監理ならびに施工請負 

        (2) 建設工事用機械および資材の販売および賃貸 

(3) 道路工事、舗装工事、法面安定工事の設計、施工、監 

 理、請負 

        (4) 建設コンサルタント業 

        (5) 土砂の採取および販売 

        (6) 岩石、鉱物等の試掘および採掘ならびにこれら岩石、 

鉱物等およびその加工品の販売 

        (7) 不動産の取引に関する事業 

        (8) 農林水産に関する事業 

        (9) その他適法な一切の業務 

資本金の額 ５０億円  

従業員等  従業員８８４人  

株式会社川名工務店  

 代表者  代表取締役 川名良枝  

 所在地  千葉県君津市浦田１７番地  

 設立日  昭和４６年４月８日  
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   目的等  (1) 土木及び建築工事の請負 

         (2) 道路舗装工事の請負 

(3) 造園工事請負業 

         (4) 砂利、砂の採取及び販売 

         (5) とび、土工、コンクリート工事業 

         (6) 管工事業 

         (7) しゅんせつ工事業 

         (8) 鋼構造物工事業 

         (9) 塗装工事業 

         (10) 水道施設工事業 

         (11) 宅地造成及びその管理業務 

         (12) 電気工事業 

         (13) 一般労働者派遣事業 

         (14) 不動産の売買及び仲介並びに斡旋 

         (15) 不動産の賃貸及び管理業務 

         (16) 産業廃棄物処理業 

         (17) 産業廃棄物収集、運搬業 

         (18) 一般廃棄物処理業 

         (19) 清掃業 

         (20) 前各号に附帯する一切の業務 

資本金の額 ２，０００万円  

従業員等  従業員４１人  


